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○愛媛県告示第1127号

　愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和60年愛媛県条例第13
号）第15条の２第１項の規定により、次のとおり浄化槽管理士の資
質の向上のための研修を指定した。
　　令和３年９月17日
� 愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
１　研修の名称　
　　愛媛県浄化槽管理士研修　
２　主催者
　　松山市辻町２番31号
　　公益社団法人愛媛県浄化槽協会
３　研修の開催日及び場所

開　催　日 場　　　所

令和３年11月10日（水） 　西条市朔日市779－8
　西条商工会議所

○愛媛県告示第1128号

　次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第
19条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同
条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。
　　令和３年９月17日
� 愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
１　地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地　域 調査期間 成果の名称

大洲市 宇津第５計画区 令和元年度から
令和２年度まで

大洲市（宇津第５計画区）の
地籍図及び地籍簿

西条市 荒川の一部・黒
瀬の一部

平成30年度から
令和２年度まで

西条市（荒川の一部・黒瀬の
一部）の地籍図及び地籍簿

２　認証年月日
　　令和３年９月17日

○愛媛県告示第1129号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定によ
り、松山市三町土地改良区の定款の変更を認可した。
　　令和３年９月17日
� 愛媛県中予地方局長　髙　橋　敏　彦　　　　　

○愛媛県告示第1130号

　東温市田窪土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業
（愛媛県単独土地改良事業（かんがい排水）田窪地区）の施行は、
適当と認められるので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第48
条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のと
おり関係書類を縦覧に供する。
　　令和３年９月17日
� 愛媛県中予地方局長　髙　橋　敏　彦　　　　　
１　縦覧に供すべき書類の名称
　⑴�　新規土地改良事業（愛媛県単独土地改良事業（かんがい排

水）田窪地区）の計画書の写し
　⑵　東温市田窪土地改良区定款の写し
２　縦覧期間
　　令和３年９月21日から令和３年10月19日まで
３　縦覧場所
　　東温市役所

告　　　　示
松前町 浜（新立）第１

地区
平成30年度から
令和２年度まで

松前町（浜（新立）第１地区）
の地籍図及び地籍簿

○愛媛県告示第1131号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。
　　令和３年９月17日
� 愛媛県中予地方局長　髙　橋　敏　彦　　　　　
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検査済証の番号及び交付年月日 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

３中局建（開）第24号
令和３年９月８日

伊予郡松前町大字鶴吉字幸殿376番１、396番３

西条市朔日市66番地２
　グレイス横黒202号
　　井　　口　　徹　　也
　　井　　口　　美　　和

○愛媛県選挙管理委員会告示第63号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第２編第５章及び地方教育行
政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第
１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数
は、次のとおりである。
　　令和３年９月17日
� 愛媛県選挙管理委員会　　　　　　　　
� 委員長　大　塚　岩　男　　　　　
１　直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき�
　選挙権を有する者の数
　⑴　選挙権を有する者の総数� 1,143,804�
　⑵　選挙権を有する者の総数の50分の１の数� 22,877
　⑶�　80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１

を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して
得た数� 242,976

２　県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選挙管理委員会告示

選　挙　区　別
選挙権を有する者
の　　 総 　　数

同左の３分の１の数（松
山市・上浮穴郡選挙区に
あっては、同左の40万を
超える数に６分の１を乗
じて得た数と40万に３分
の１を乗じて得た数とを
合算して得た数）

伊 予 郡 43,109 14,370

南 宇 和 郡 18,092 6,031

松 山 市・上浮穴郡 434,863 139,144

今 治 市・越 智 郡 136,787 45,596

宇和島市・北宇和郡 74,518 24,840

八幡浜市・西宇和郡 36,063 12,021

新 居 浜 市 98,498 32,833

西 条 市 90,129 30,043

大 洲 市・喜 多 郡 49,413 16,471

伊 予 市 30,703 10,235

四 国 中 央 市 72,048 24,016

西 予 市 31,473 10,491

東 温 市 28,108 9,370


